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 解 説  

 

１．シンガポール拠点設立のメリット 

・整備されたビジネス環境 

 - ASEANの中心に位置する地理的優位性がある。 

 - 行政手続きの透明性が高く、腐敗認識指数（CPI）も低い。 

  ※CPI（Corruption Perceptions Index）：Transparency International が調

査・公表している腐敗認識指数 

 - 英語が公用語の１つ。教育水準が高く、優秀な人材が多い。 

 - 通信・物流等の事業インフラ、住居等の生活インフラが整備されている。 

 - 香港と同様、為替管理制度上の規制が少なく、ファイナンスカンパニー（貸付

機能）、決済機能集約の役割を担うことができる。 

・税制上の恩恵が大きい 

 - 法人税率：17％（地方税等なし。部分免税制度あり） 

 - 一般関税：ビール等アルコール飲料８品目のみが課税対象 

 - 地域・国際統括本部（Regional / International Headquarters Award: RHQ / 

IHQ）として、政府の認定（※）を受けた場合は、適格所得の増分に対して、３

年間（要件を満たすと２年間の延長可能）５％または 10％の軽減税率が適用さ

れる。※経済開発庁（EDB）への申請および審査が必要 

 

２．シンガポール拠点運営の留意点 

・運営コスト（人件費、オフィス賃料等）が高い。 

・離職率が高く、優秀な人材の雇用維持が困難 

Ｑ． 

当社は東南アジアを中心として事業展開をしています。事業の統括拠点とし

てシンガポールでの拠点設立を検討しているのですが、メリットとデメリット

を教えてください（製造業） 

 

Ａ． 

シンガポールは、ASEANのハブとしてのビジネス環境が整備されているほか、

法人税等の税務コストが低い（地域・国際統括本部として政府認定を受けること

で、さらなる税制優遇を享受可能）点がメリットとして挙げられます。 

一方、オフィス賃料や人件費等の運営コストが高いこと、タックスヘイブン対

策税制への対応については留意が必要です。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/7_Singapore_ResionalHeadquaters.pdf

